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高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

指
定
し
よ
う
と
す
る
業
種
及
び
職
種
に
係
る
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
又
は
労
働
者
派
遣
事
業
等
を
当
該
指
定
に
係
る

（一）
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
営
む
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

当
該
指
定
に
係
る
市
町
村
の
区
域
の
労
働
者
の
雇
用
の
機
会
又
は
労
働
条
件
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
な
い

（二）
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
二

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

別
紙


